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長
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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
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Ｊ
Ｒ
北
海
道
の
度
重
な
る
不
祥
事
に
対
す
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
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議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
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海
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る
質
問
に
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す
る
答
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一
及
び
二
に
つ
い
て

輸
送
の
安
全
の
確
保
は
公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
基
本
的
な
使
命
で
あ
り
、
輸
送
の
安
全
を
損
な
う
事
態
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
、

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
等
に
基
づ
き
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
北
海
道
」
と
い
う
。
）
を
指
導
監
督
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
お
け
る
輸
送
の
安
全
を
確
保
し
、
利
用
者
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
鉄
道
事
業
等
監
査
規

則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
二
号
）
第
七
条
に
基
づ
き
平
成
二
十
五
年
九
月
以
降
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
対
し
て
実
施
し
た

保
安
監
査
（
同
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
監
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
結
果
の
整
理
・
分
析
等
を
踏
ま
え
、

引
き
続
き
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
及
び
六
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
の
経
営
基
盤
の
強
化
等
を
支
援
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
対
し

一



て
、
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
基
金
の
運
用
収
入
に
加
え
、
平
成
二
十
三
年
度
に
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業

団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
鉄

道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
発
行
す
る
特
別
債
券
の
引
受
け
に
よ
る
利
子
収
入
が

得
ら
れ
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
同
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
機
構
の
助
成
金
等
と
し
て
、
十
年
間
で
総
額
六

百
億
円
の
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
支
援
等
に
よ
り
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
期
の
子
会
社
を
連
結
し
な
い
単
体
の
決
算
及

び
連
結
決
算
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
約
九
億
円
及
び
約
七
十
三
億
円
の
経
常
利
益
の
計
上
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
対
し
て
、
平
成
二
十
五
年
九
月
以
降
、
保
安
監
査
を
二
回
実
施
し
て
お
り
、

御
指
摘
の
よ
う
な
「
社
員
同
士
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
有
無
、
軌
間
の
変
位
量
が
Ｊ
Ｒ
北
海
道
の
定
め
る
基

準
値
を
超
過
し
て
い
た
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
背
景
等
を
含
め
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
お
け
る
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
係
る

実
態
に
つ
い
て
、
現
在
、
整
理
・
分
析
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


